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研究成果の概要（和文）：　本研究は、カナダにおける道徳教育政策の形成過程を明らかにするとともに、各州
で異なる学習ガイドラインに基づく道徳教科書の内容を比較検討し、多文化国家カナダにおける道徳教育政策の
形成と運用実態を総合的に明らかにすることをめざした。
　カナダにおいては、多文化主義の理念に基づく道徳教育の推進策や教授内容は、アカデミックな議論として活
発に展開されるものの、現場の教員には政策や教授内容の系統性や一貫性が十分理解されぬまま授業が展開され
ていること及び現在、道徳教育を必修科目化している州、選択科目化している州、特定科目として設定しない州
に分かれ、道徳教育の有り様も異なっていることを指摘した。

研究成果の概要（英文）：This study aims to overview a history of moral education in Canada by 
literature review, and to consider the present situation and issues of moral education policy in 
Canada through investigating policy documents of the Provinces and school boards and through 
interviewing with the policy-makers. Many researchers discuss the policies and teaching contents of 
moral education, while some teachers do not understand their coherency.  Today only five provinces 
in Canada have mandated or optional moral education programs: Saskatchewan, Ontario, Quebec, British
 Columbia, and Alberta.  

研究分野： 教育政策
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１．研究開始当初の背景 
 2014 年２月、文部科学省は道徳の教科化に
ついて中央教育審議会に諮問した（2014 年 10
月の中央教育審議会「道徳に係る教育課程の
改善等について（答申）」を受けて、翌年３月、
学習指導要領が一部改訂され、小学校は 2018
年から、中学校では 2019 年から、道徳の時間
を「特別の教科 道徳」として導入決定）。こ
のように、近年、日本では道徳教育のあり方
をめぐる議論が新たな展開をみせているが、
道徳教育に関する議論は、日本に限定された
話ではない。特に 2001 年の 9.11 アメリカ同
時多発テロ事件以降、北米社会でも宗教や道
徳の教授法をめぐる議論が活発化している
（Leming, 2008）。例えば、多文化国家カナダ
では、国是とする多文化主義政策により、多
数派（白人、イギリス系とフランス系）が移
民やエスニック･マイノリティの存在を認め、
共存が目指されており、その基本理念の提示
（1988 年多文化主義法制定）に始まり、シテ
ィズンシップ教育や多文化教育を通じて国民
にも浸透している。 
 しかし、こうした理念に基づく道徳教育の
政策や教授内容は、アカデミックな議論とし
て活発に展開されるものの、現場で教える教
員には道徳教育政策の内容が不明なまま、あ
るいは道徳教育の教授内容の系統性や一貫性
が理解されぬまま、日々の授業が展開されて
いるという（Johnson, 2010）。さらに、現在
カナダ全 10 州のうち、道徳教育を必修科目化
しているのは３州（ケベック州、オンタリオ
州、サスカチュワン州）、選択科目化が２州（ブ
リティッシュ・コロンビア州、アルバータ州）、
残り５州は特定科目として設置せずといった
ように、一国内でも道徳教育の有り様は分か
れていることから、その政策動向を把握する
ことは、道徳教育の多様性を検討する際に貴
重な情報となることが期待される。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、多文化主義を国是とするカナ
ダにおける道徳教育の形成過程を明らかに
するとともに、各州で異なる学習ガイドライ
ンに基づく道徳教育の内容を比較検討し、多
文化国家カナダにおける道徳教育政策の形
成と運用実態を総合的に明らかにすること
を目指す。中でもカナダにおいて道徳教育を
義務化しているオンタリオ州に焦点をあて、
(1) 道徳教育の変遷を概観し、(2) 現行の道
徳教育政策およびその実施状況を明らかに
することにより、多文化国家カナダ・オンタ
リオ州における道徳教育政策の現状と課題
を詳細に検討することを目指した。  
 
３．研究の方法 
 本研究は 2015 年度から３年間にわたり、
カナダ全体の道徳教育政策については文献

調査を実施し、具体的事例としてオンタリオ
州を取り上げ、フィールド調査を行った。調
査項目は、①道徳教育政策の立案過程の分析、
②現在の学習ガイドラインの特徴と課題、③
道徳教育の教科書分析、④道徳教育の評価法、
⑤道徳教育担当教員養成課程について、州教
育省、教員委員会および研究者を対象に詳細
な聞き取り調査と文献調査を行った。 
 なお、道徳教育の概念や内容は、地域、時
代や社会により変遷しており、極めて多義的
である。例えば、日本の文部科学省は、道徳
教育を「児童生徒が人間としての在り方を自
覚し、人生をよりよく生きるために、その基
盤となる道徳性を育成しようとするもの」
（文部科学省、n.d.）としている。また生越
詔二は、「道徳教育は人格形成の根幹に関わ
るものであり、民主的な国家・社会の持続的
な発展を支えるもので・・・道徳科は道徳性
を養うことを目標とするもので、道徳教育の
中核的な役割を果たす」（生越、2016、12）
としている。日本ではこのように捉えられて
いる道徳教育と一致する用語をカナダにお
いて見つけるのは難しいが、関連する用語と
して、モラル教育（moral education）、価値
教育（value education）、公民教育（civic 
education）がこれまで使用されてきた。つ
いては、本研究では、モラル教育、価値教育、
人格教育を包摂する形で「道徳教育」という
用語を用いて検討した。 
 
４．研究成果 
(1) 歴史的に見ると、カナダでは分離学校制
度に見られるように、宗教と学校制度が不可
分な形で発達してきた。1867 年の連邦成立以
前、各教会が管理・運営する宗派学校では宗
教教育がカリキュラムの中でも中心的位置
を占めており、聖書に関する知識が全生徒に
不可欠なものだった。しかし 19 世紀に「コ
モン・スクール（common school）」が登場す
ると、世俗化した学校教育と宗教教育との関
係性が議論されるようになった。これ以降
1944 年まで、世俗化を謳うアッパー・カナダ
（後のオンタリオ州）の公立学校では正規の
授業時間内に宗教教育を実施することはな
かったとはいえ、プロテスタントの行動規範
に基づく道徳性の涵養は公立学校の重要な
要素だった（Shamai, 1997: Van Arragon, 
2011）。 
 1920 年代末からアメリカの進歩主義教育
がカナダに導入されると、児童・生徒個人の
人格に関心が集まるようになった（Winton, 
2007）。例えば、1937 年にオンタリオ州では
新しい教科として「社会科」が導入され、人
格の形成と市民性の発達がめざされた
（Christou, 2013）。 
 



(2) 一方、長い期間にわたり、ケベック州で
はカトリック教会とプロテスタント諸教会
が公教育の運営に強い影響力を保持してい
たため、宗教教育が道徳教育の役割を果たし
てきた。 
 1960 年代の「静かな革命」以後、教育にお
ける世俗化が進められ、1970 年代にはカトリ
ックの宗教教育とプロテスタントの宗教教
育以外に、非宗派の道徳教育が設けられた。
1998 年には宗派別教育委員会制度に代わり、
英語と仏語という言語による教育委員会制
度が導入され、2008 年には選択科目だった
「道徳」「道徳・宗教」に代わって、「倫理・
宗教文化」が公立・私立を問わず、初等教育
と中等教育の必修科目として導入された（伊
達、2010）。 
 この「倫理・宗教文化」の内容を大別する
と、倫理教育と宗教教育と他者との対話であ
るダイアローグの３要素から構成され、倫理
教育はモラル教育の一部とされている
（Gouvernment du Quebec, 2005 and Morris, 
2011）。 
 
(3) 近年のオンタリオ州における道徳教育
は、1990 年代から北米地域で導入され始めた
人格教育の手法を採用しており、アプローチ
もリコーナの唱える手法を採用しており、特
定の価値や徳目を直接教えるという伝統的
なアプローチである。この背景には、教室内
におけるいじめや校内暴力に対して、モラル
ジレンマ論などの認知発達的アプローチで
は対応できないと考えられたことがある。し
かし、オンタリオ州の人格教育が、荒れる学
校を生み出す社会的文化的背景について教
えることはしていないという批判もある
（Winton, 2007 and 2008）。 
さらに、オンタリオ州では科目として設置

されていないものの道徳教育を重視してい
るとされるが、同州では教員養成課程でも道
徳教育に関する科目は必修ではないし、現職
者研修も少なく、道徳教育の実践は、現場の
教員の判断と力量に任せられているため、新
人教員が対応に苦慮していることが推察さ
れるが、この点についてオンタリオ州教育省
は関心を示さず、研修は教育委員会の問題だ
というi。日本でも道徳を専門教科とする教員
の養成は、現時点では行われていないが、教
員免許状（普通免許状＜一種＞）取得にあた
り、「教職に関する科目」のうち「教育課程
および指導法に関する科目」が必修（小学校
教員免許の場合は 22 単位、中学校教員免許
の場合は 12 単位）となっており、科目群の
中に「道徳の指導法」が含まれているii。そ
のため義務教育段階の教員養成では、道徳教
育の指導が必修となっているとみなすこと
ができる。オンタリオ州の教育委員会や教員

が必修として道徳教育を実践しているので
あれば、教員養成におけるプログラムや現職
教員の研修プログラムに道徳教育の指導法
に関する内容を含める必要があるだろう。 
 
(4) なお、人格教育の実施による学力向上を
掲げている点もオンタリオ州の特徴と言え
るが、果たしてそのエビデンスはあるのだろ
うか。同州の道徳教育のガイドラインである
『共通基盤を見つける』が導入されて約 10
年が経過している今日、研究としてこの課題
に取り組む必要がある。 
  
(5) 現在のオンタリオ州の道徳教育におい
ては、北米地域で伝統的に主張されていた民
主主義社会を営むための市民の育成という
視点が必ずしも強いとは言えない。オンタリ
オ州の道徳教育の専門家であるウィントン
は、この原則に立ち返ることを主張している
が、はたして、社会的課題を考える道徳教育
の実施は可能なのだろうか。むしろこの点は
本来社会科が扱う領域ではないかと本研究
では考えたが、ウィントンが主張するような
方向で、今後、オンタリオ州の道徳教育が変
容する可能性を否定することもできない。実
際、ブリティッシュ・コロンビア州では道徳
教育が扱う内容は社会科関連の科目として
実施されている（Leinweber, et.al, 2012）。
社会科と道徳教育が近接していくのか、独自
の発展を目指すのか、さらなる分析と検討が
必要である。 
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